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背景 
 

国家税務総局は2011年2月18日に2011年第13号公告（以下「13号公告」）を

公布し、企業再編における有形資産の譲渡に関して、どの様な状況にあれば

増値税が課税されないのか規定した。 
 
13号公告の概要及び関連する問題を以下に纏めた。 
 
1．どの様な企業再編取引に対して増値税が課税されないか？ 
 
13号公告によると、以下の状況にある企業再編においては、有形資産の譲渡

を増値税の課税対象取引とせず、増値税を徴収しない。 
 
 納税者が資産再編において、合併、分割、売却、交換等の方法により有

形資産を譲渡する場合、及び、 
 

 納税者が全部或いは一部の有形資産及び関連する債権、負債及び労働

力（従業員）を一括して他の会社或いは個人に譲渡する場合 
 

2．13号公告の理論的基礎は何か？ 

 

13号公告では、持続的な経営のための全部或いは一部の有形資産の譲渡と

単独の有形資産の売却を区別していると思われる。後者は増値税の課税対象

取引であるが、前者は増値税の課税対象取引ではない。しかし、増値税暫行

条例（以下「増値税条例」）及び増値税暫行条例実施細則（以下「増値税細則」
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）においては、明確にこのような区別をしていない。増値税条例によれば、貨物

の所有権が移転した場合、それに伴い増値税の納税義務が発生する。従って

、13号公告を吟味すれば、国家税務総局は一定条件に合致する企業再編取

引においては関連する資産の所有権が実質的に移転されていないという見方

をしていると思われる。 
 
また、13号公告では、条件を充足する企業再編取引に対して増値税を免除す

るのではなく、取引そのものが増値税の課税対象取引に属さないものとしてい

る。このような再編取引に対して増値税を免除するのであれば、理論的には「

有形資産の譲渡側が企業再編取引後に引続き関連する仕入増値税を控除で

きない」というリスクが残される。しかしながら、このような再編取引が増値税の

課税範囲ではないという見解においては、譲渡側が有形資産を譲渡した後でも

未控除の仕入増値税を継続して控除できる根拠になる。これに関しては、6番
目の問題で検討する。 
 
3．以前にも類似の通達があったか？13号公告は以前の通達と異なるか？ 
 
国家税務総局は2002年に国税函［2002］420号通達（以下「420号文」）を公布

し、江西省国家税局における納税者の問題に対する回答を行っている。420号
文は13号公告の規定と類似しているところがあるが、420号文では、企業の営

業権を全部譲渡する場合のみ、増値税の課税対象取引にはならないと規定し

ている。即ち、企業の資産、債権、債務及び労働力を含む全営業権を譲渡する

場合である。しかし、13号公告では、一部の業務の譲渡にも適用できると規定

している。 
 
また、国家税務総局は、2009年に国税函［2009］585号文（以下「585号文」）を

公布し、大連市国家税務局における納税者の問題に対する回答を行っている

。585号文によれば、上場会社が企業再編において、会社の資産、負債及び関

連する権利と義務を支配会社に譲渡したが、上場会社の資格を維持する場合

において、420号文を適用できないと規定している。従ってこの場合、再編取引

に関連する貨物譲渡に対して増値税が課税される。当該通達は420号文の適

用範囲を限定したものと言える。他にも、国税函［2010］350号があるが、当該

通達は、中国直播衛星有限公司（China Direct Broadcast Satellite Co 
Ltd.）の営業権の全部譲渡の問題を明確にしている。 
 
しかし、13号公告は上記の通達を廃止し、企業再編における増値税の規定を

緩和している。一方で、我々と国家税務総局関係者との以前におけるディスカ

ッション結果によると、420号文は、主に資本形態が株式持分（股権）ではない

ため、所有権を譲渡するには関連する資産及び業務を一括譲渡するのが唯一

の方法である場合に対する規定であるということである。従って、株式持分譲

渡あるいは類似の行為が増値税の課税対象ではないことから、420号文では

営業権の一括譲渡を増値税の課税対象取引から排除している。13号公告の

作成においても、同様な考えに基づいて作成されているかに関しては、不明確

である。もし、これと同様な考えに基づいて作成されているのであれば、13号の

適用範囲は文面通りに示している範囲より多少狭くなると考えられる。 
 
4．一部の資産譲渡の場合はどうなるか？ 
 
企業所得税法では再編取引における課税緩和措置の適用条件が定められて

いるのに対し、13号公告では、再編における資産価値或いは譲渡資産の最小

比率に関する規定はない。13号公告の文面によると、一部の資産及び関連す

る債権、債務と労働力を一括譲渡するのであれば、適用要件を充足している。

この規定は緩すぎると思われるため、今後、当該政策が変更され更に厳格にさ

れる可能性がある。 
 
また、13号公告は「合併」、「分割」、「売却」、「交換」等のような専門用語に対し

て定義をしていない。これらの専門用語は、再編取引の企業所得税処理に関

する財税［2009］59号通達（以下「59号文」）等のような他の税務通達に規定さ

 
 
企業再編は、企業所得税、増値税、

営業税、地方税、地税、土地増値税

及び印紙税等、幅広い税制に関わ

る。企業再編により、追加納付税額

及び関税が発生する可能性もある

。一方で、適切な処理をすれば、中

国での企業再編は有効的な節税も

可能である。事前に綿密なプランニ

ングをすることが重要である。 
    

   
 Roger Di 

 Tax partner, Beijing 
KPMG China 
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れているものと同様或いは類似のものであるか否か不明確である。他に、「譲

渡資産に関連する債権、負債及び労働力」に関しても、明確な基準が定められ

ていない。更に、13号公告において、どのようなタイミングであれば、資産と債

務が一括譲渡されたと認定するか規定されていない。12ヵ月間以内に、或いは

もっと短い期間内に譲渡を完了する必要があるのかわからない。今後このよう

な13号公告に関する問題を更に明確にさせる通達が公布されると思われる。 
 
5．2009年以前に取得した資産に関してはどうするか？ 
 
論理上、13号公告は2009年以前とそれ以降に取得した資産に対して適用され

る。このことは適用要件を充足する企業再編取引において、2009年以前に取

得した資産に対しても13号公告の規定により増値税を納税する必要がないこ

とを意味している。なお、注意が必要なのは、一部の例外的な状況を除き、200
9年以前に取得した資産を売却する際には通常2％の徴収率で増値税を納税

しなければならないことである。 
 
6．再編取引発生前の未控除仕入税額をどう処理するか？ 
 
13号公告は当該問題に関しては明確にしていない。再編取引における有形資

産の譲渡は増値税の課税対象取引ではないため、譲渡後、譲渡側の未控除

仕入税額を譲受側の売上税額との相殺を認めないとする処理方法は1つの可

能性として残されているが極端すぎる方法と思われる。 
 
関連資産が同一の企業により所有されると見做し、再編前の一方の未控除仕

入税額ともう一方の売上税額との相殺を認める処理方法も可能である。しかし

、このような処理方法については、再編前の欠損金について制限した59号文で

規定した企業所得税処理の様に、相殺を認める未控除仕入税額に対して制限

を設けるものであろうか。または、再編後に「リング・フェンシング（囲い込み）」

のルールを採用するのであろうか。即ち、再編後にある業務に関する仕入税額

のみ当該業務により発生する売上税額相殺が認める処理である。この問題に

関して、13号公告は言及していない。 
 
仮に再編の一方（合併の例を取り上げる）の未控除仕入税額がもう一方の売

上税額との相殺が認められ、且つ何らかの相殺制限を設けないのであれば、

多額の未控除仕入税があり、かつ正常な販売において相殺しきれない企業（

例えば、長期間の欠損状態の企業）にとって有利である。 
 
更に、仮に再編の一方が増値税の一般納税者であり、もう一方が増値税の小

規模納税者或いは営業税の納税者である場合、状況が更に複雑になる。 
 
13号公告では、増値税発票の視点から、再編における当事者の一方の未控

除仕入税額が再編後にもう一方の相手方の売上税額と相殺できるかに関して

言及していない。増値税発票は譲渡側宛てに発行されたものであるが、再編

取引を行った際に、譲受側は宛先の異なる増値税発票を用いて自社の売上税

額と相殺することが可能であろうか？ 
 
7．税関保税原材料或いは設備が譲渡された場合はどうなるか？ 
 
譲渡側は、保税輸入した原材料或いは設備を譲渡する場合に、その譲渡行為

に関して事前に税関の承認を得る必要がある。譲受側が輸入原材料或いは設

備に対して保税政策を享受できる資格があるならば、当該譲渡は依然として同

じ保税状態の下で行うことができ、関連貨物に対して輸入増値税を追加納税す

る必要がない。一方で、譲受側が保税政策を享受できる資格がないならば、関

連貨物に対して輸入増値税が追加課税される。 
 
なお、2009年1月1日以後（1月1日を含む）に輸入した関税のみに対して保税

の優遇措置を享受した設備に関しては、譲渡側が既に輸入増値税を納付した

ため、譲渡後において再び輸入増値税を納付する必要はない。 
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8．企業再編取引の譲渡側がもう一方の相手方に対して増値税発票を発行で

きないと理解して良いか？ 
 
増値税発票は、対象取引に関して増値税を納付する場合のみ発行するもので

あるため、このように理解して良いと思われる。 
 
9．13号公告は地方税にどのような影響があるか？ 
 
条件に合致した企業再編取引においては、都市維持費及び中央と地方の教育

費付加は免除される。何故なら、これらの地方税は、増値税に基づき計算され

納付されるからである。条件に合致する企業再編取引においては、有形資産

の譲渡に対して増値税が課税されないため、譲渡側も関連の地方税は発生し

ない。しかし、企業再編取引において、営業税が課税された場合、関連する地

方税も発生する。更に留意が必要なのは、仕入増値税は控除できるが、営業

税、都市維持建設税及び教育費付加は控除できないことである。従って、再編

取引においては発生したこれらの税金は、企業のコストとなる。 
 
10．13号公告は営業税にどのような影響があるか？ 
 
13号公告は増値税のみを対象にしている。しかし、国家税務総局は、海南省

国家税務局における納税者の問題に対して、2002年に公布された国税函［20
02］165号（以下「165号文」）において、このような状況における営業税の処理

に対して明確に規定した。上述の3番目の問題に引用した420号文も同じ年に

公布されたものである。165号文によると、企業の資産、債権、債務及び労働

力等の営業権を一体として譲渡する場合、営業税の課税対象取引とはしない。

165号文は、これら取引の譲渡価格が個々の資産の価値のみで決定されるも

のではないため、個々の不動産の販売及び無形資産の譲渡とは全く異なる性

質を持っている事を示していると思われる。165号文の規定は13号公告より厳

格だと思われるが、しかしながら、165号文も依然有効である。13号公告と165
号文がどのようにして施行されるかは今後の実務上の処理を待つことになる。 
 
11．13号公告を適用する際に59号文で規定されている条件を充足する必要が

ないことを意味しているのか？ 
 
13号公告と59号文とは大きく異なる。59号文においては、再編取引の企業所

得税優遇措置を享受するための制限条件を設けている。これらの条件には、

合理的な商業目的、譲渡資産或いは譲渡持分の最低比率、持分支払の最低

比率及び再編後の経営の連続性等がある。しかしながら、13号公告ではこの

ような条件を設けていない。 
 
条件を充足する企業再編においては、納税者は、必ず13号の規定を適用しな

ければならないのか、それとも13号の規定を適用することができるのかどうか

不明確である。13号公告には、納税者がその資産譲渡に対して増値税納付を

選択できるかどうかについて規定していない。 
 
12．納税者が13号公告の適用状況を税務当局に届出をする必要があるか？ 
 
59号文と異なり、13号公告は納税者に当該公告を適用する場合に主管税務

機関への届出を要求していない。しかし、国家税務総局及び地方の国家税務

局は今後、関連規定を公布し、届出義務を設ける可能性がある。 
 
13．13号公告はいつから施行されるか？ 
 
13号公告は2011年3月1日から施行される。しかし、13号公告では、以前に処

理をしていなかった再編取引に関しては、当該公告に従って執行すると規定し

ている。即ち、一定条件を充足する企業再編取引においては、13号公告が執

行される以前に譲渡側が有形資産を譲渡して増値税を納付していない場合、1
3号公告に従い過年度に遡及した追加徴税は行われないことになる。また譲渡

側が既に増値税を納付した場合には、還付は受けられないことになる。 

 
 
都市維持建設税及び教育費付加の

徴収対象が内資企業から外国投資

企業に拡大されている。これにより

外国投資企業の税負担が増加する

。これらの地方税は増値税及び営

業税とも関連しているため、外国投

資企業が税負担を軽減させるため

に、企業再編取引は慎重に計画す

べきである。 
    

   
 Jean Jin Li 

Tax partner, Shenzhen    
KPMG China 
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しかし納税者が2009年1月1日より前に発生した再編取引に対して増値税を納

税していなかった場合に、同様に13号公告を適用できるかに関しては不明確

である。13号公告は増値税条例及びその細則の改正後に公布されたが、改正

後の増値税条例及びその細則の施行日は2009年1月1日であるため、この問

題が生じる。 
 
KPMGの所見 
 
13号公告は、特定の企業再編取引に対して優遇措置の提供を目的にしている

。しかし、上記の3番目の問題でも検討したように、当該公告は持分譲渡に代

えて営業権譲渡を行う場合に対するものであるかどうかに関しては、不明確で

ある。また、当該規定が緩いと考えられる点もある。例えば、13号公告におい

ては、譲渡資産の最低金額及び取引対価の現金決済金額に制限を設けてい

ない。また、一部の重要な問題においては不確実性も残されている。例えば、

再編前の未控除仕入税額の処理問題等である。国家税務総局は13号公告に

関連する問題を明確にするため、更に通達を公布する可能性がある。 
 
上述した理由により、企業が再編取引を行う前に関連する問題に対し検討を行

い、主管税務機関に潜在的な増値税の影響を確認することが重要である。ま

た、国家税務総局は、一部の営業税の課税対象資産（例えば、のれんを含む

知的財産権、土地使用権及び建築物）の譲渡に同様の原則を適用する可能性

がある。従って、再編を計画している企業は、再編取引に関する営業税の動向

についても注目すべきであろう。 
 
 
 

 
 
重要な経済産業政策の1つとして、

中国政府は、企業のグローバル競

争力を向上させるために、重点業界

における中国国内企業の合併を促

進している。それに伴い、企業再編

に有利な税制も必要となった。59号
文はこのような背景の下で出来たも

のである。しかし、多くの専門家は、

59号文に規定されている優遇を享

受するための条件が厳しすぎるとい

う見解を持っているようである。その

結果、この優遇税制を享受できる納

税者は少数にとどまっている。一方

で、13号公告の関連規定は更なる

整備が必要である。 
    

   
 Sunny Leung 
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